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舞踊の規制と公認化に関する一考察

―日本の社交ダンスを事例に―

井上　淳生

はじめに

　本稿の目的は、舞踊をめぐる規制と公認化1の間の連続性について試論

的に考察することである。その際に、近年、その社会的位置付けを変化さ

せつつある日本の社交ダンスを事例に、公認化に伴う変化について検討す

る。

　舞踊の規制および公認化について人類学的な立場から行われてきた研究

によると、舞踊が規制対象とみなされる背景には次の２点の根拠がある。

１点目は、統治権力に対する反乱（Hazzard-Gordon 1990：32-34）であり、

２点目は、不道徳の温床（Wagner 1997：395）である。いずれも、舞踊が「秩

序に対する脅威」となるという点で一致している。一方で、舞踊が権力に

よって公認化される側面に注目した研究も存在する。たとえば、キューバ

国家によるルンバの公認化に注目したDaniel（1991）の研究である2。

　本稿では、これらの研究を踏まえつつも、これまで取り上げられること

の少なかった「規制対象としての舞踊」から「公認化された舞踊」への変

化の過程に注目したい。言い換えると、公認化の過程で舞踊のあり方はど

のように変化するのか、あるいは、公認化によって以前の問題状況がどの

ように変化するのかという点を取り上げたい。本稿で取り上げる日本の社

交ダンスをめぐる現在の変化を理解するためには、このような視点からの

問いかけが有効であると考えられるのである。以下では次のような構成を

とる。第１節では、社交ダンスにおける規制と公認化の状況について確認

　 　

 1 本稿では「公認化」を、法的規制の撤廃という一般的な意味で用いる。

 2 人類学における舞踊と規制の関係については井上（2017：691-692）を参照さ

れたい。
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し、第２節では、公認化に伴う舞踊と規律訓練の関係について検討する。

続く第３節では、日本の社交ダンスにおける規制と公認化をめぐる直近の

議論を分析し、第４節で本稿の総括を行う。

１．規制対象としての舞踊

　舞踊（ダンス）3 は規制されるべきものなのか。近年、日本においてこ

の点をめぐる議論が注目されている。2012年５月29日にクラブ4経営者ら

によって結成された Let's Dance 署名推進委員会は、「風俗営業等の規制

及び業務の適正化に関する法律（以下、風営法）」によってこれまでダン

スが規制されてきた状況を問題視し、同法からの規制対象としての「ダン

ス」の削除を訴える活動を開始した（磯部2012：24）。その後、2013年５

月30日には、音楽界、ダンス界、教育界の著名人のほか、党派を超えて集

まった国会議員を中心とした「ダンス文化推進議員連盟（初代会長は小坂

憲次参議院議員：自由民主党）」が組織され、ダンスをめぐる法規制の改

正を国会に訴える準備が整えられるに至っている（公益社団法人日本ダン

ススポーツ連盟2013：9）。

　日本の法制度においては、戦前からの警察規則を踏襲する形で制定され

た風俗営業取締法（1948年制定）が、ダンスを規制する根拠法となってき

た。しかし、現在まで続くダンス規制およびそれらの規制への反対運動の

なかにあって、近年、ひとつの転機とも言い得るような変化がある。それ

が、2012年の学校教育へのダンスの導入であり、それと並行する形で展開

されてきた、風営法からダンスそのものを除外することを求めた上述の運

動である。

　男女が対になって身体を密着させることが前提とされた社交ダンスは、

　 　

 3 本稿では特に断らない限り、「舞踊」と「ダンス」を互換可能な語として使用する。

 4 選曲や曲紹介を行うディスクジョッキーが常駐し、比較的小規模な店内にて音

楽を流し、客がそれに合わせて踊る場所。法的には風営法第２条第３号営業「ナ

イトクラブ等営業」に相当（2012年５月29日現在）。
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戦前からも取締りの対象となってきた。戦後の風俗営業取締法におけるダ

ンス規制においても、念頭に置かれていたのは社交ダンスである。その社

交ダンスは、スポーツとしての自己規定を機軸とした「正しい社交ダンス」

化という戦略のもとに規制への反対運動を展開し、1998年の法改正では「条

件付き」で規制から外れ、2015年には、ダンス教室、ダンスホールに対す

る規制は完全に撤廃されるに至っている（同年６月17日に改正風営法が成

立、24日に公布、2016年６月23日施行）。それまで社交ダンスを規制して

いた第２条第１項第４号「設備を設けて客にダンスをさせる営業」が削除

されたため、教室やホールといった「客にダンスをさせる営業」を資格不

要で誰でも行えるようになったのである。

　舞踊と規制の関係は社交ダンス以外にも見られる。たとえば、日本でも

なじみの深いフラダンスも規制と関わってきた歴史を持つ。「フラ」とは、

ハワイ語で「踊り」を意味する言葉であり、ハワイの先住民に伝わる民族

舞踊の一種である。先住民の間で受け継がれてきたフラは、1830年頃に「半

裸の状態で踊るフラは淫らな踊りである」との理由から、公の場で踊るこ

とが王朝から禁じられる。その10年ほど前の1820年頃から、ハワイにはア

メリカの宣教師達が上陸するようになる。彼らを通じて文字がもたらされ、

フラを含むそれまでの口承文芸の地位が相対的に低下するようになる。そ

して、同時に流入してきた西洋文化に傾倒した当時のハワイ王朝のカアフ

マヌ女王がフラの禁止を決定する。禁止措置に反対する首長もいたが、徐々

に公の場からフラは姿を消すようになったという。その後、禁止措置は緩

和されるようになるが、1883年に即位したカラーカウア王によって禁止措

置が撤廃されるまで、フラは王朝の規制下に置かれてきた （Miller 2006：

18-19）。

　一方、日本でも歌舞伎踊りが規制されてきた歴史を持つ。歌舞伎踊り

は、出雲阿国が京都の四条河原で興行に成功したことがその興りとされて

いる。江戸幕府が開かれた年と同じ1603年に歌舞伎踊りは始まっている。

当時の歌舞伎踊りは「女歌舞伎」と言われ、男女共演によって行われる歌
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舞伎であった。開始以降、年を追うごとに人気を獲得するようになった歌

舞伎踊りは、「風紀の乱れを助長する」との理由から1629年に幕府によっ

て禁止されることになる。以降は、「女歌舞伎」の代用として「若衆歌舞

伎」が続けられていたが、これも1651年に禁止されている。若衆歌舞伎は、

1637年に起きた島原の乱を題材にした踊りを創作したのだが、この行為が

「歌舞伎を通じた、乱への支援、支持表明」と見なされたためである（武

智 1986：175）。

 

　このように、舞踊が権力から規制の対象とされる一方で、権力から公認

される事例もある。たとえば、現在の歌舞伎もそうであるが、歌舞伎と並

んで日本の伝統芸能と称される能や狂言は、江戸時代から歌舞伎が禁止さ

れる横で、幕府による保護の対象となっていた。また、学校教育課程に導

入された「フォークダンス」や「創作ダンス」等は、日本では規制の対象

となることなく「公認化」されている。

　以上のように、舞踊と呼びうる文化的領域のなかにも、かつては規制さ

れていたが現在は「公認化」されたもの、かつても今も規制され続けてい

るもの、一度も規制の対象とならなかったもの等、その位置付けは多様で

ある。では、現在の日本の社交ダンスをめぐる公認化の状況をどのように

とらえればよいのだろうか。次節では、舞踊の公認化に伴う規律訓練の側

面について検討する。

２．舞踊と規律訓練

　権力と身体との関係について論じたミシェル・フーコーは、近代におけ

る身体への規律訓練の装置として、学校、病院、工場、軍隊などの機構を

挙げている。フーコーによれば、これらの機構が個人に直接働きかけるこ

とにより、規格化されたふるまいが個人の内部に身体化され、近代という

時代に必要とされる従順で均質化された身体が生産されるとした（フー

コー 1977：175-197）。
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　この議論に照らして舞踊と規制の関係をとらえる時、一般的に考えられ

ていることは、舞踊は権力による統御から逃れる挙措であり、フーコーの

言う規律訓練の対極に位置するというものである。つまり、学校教育のな

かで行われている体操のように、指導者の指揮や号令に従い、あらかじめ

決められた順序で、迅速に、正確に、規則正しく身体を動かすこととは異

なり、時に規則的に見えて、その実不規則であるような、外部からの管理・

統制が困難な身体の所作が舞踊と呼ばれているものの中身である、という

考えである。

　現在の舞踊規制のもと、特にクラブに対する規制のあり方を問題視する

哲学者の千葉雅也は、規制を行使するところの権力と身体との関係につい

て次のように述べている。

　「ダンス」とは、権力論の視点からは「自分の身体を自分なりにコントロー

ルし直す」ことであると規定できるでしょう。ダンスを楽しむことは・・・

既得権益のための身体の「ディシプリン」（規律訓練）から逃れることで

す。身体技法のイニシアチブをめぐる闘いがあるわけです。常識・良識的

な身体のコードから自分を逸脱させること。踊る身体の軌跡は、オルタナ

ティブな共同性の様態をスケッチしている。規律訓練された身体、共同体

を、別の形へと再構成する。従属的でない自己の構え、自己準拠する構え

をつくるための技術としてのダンス。

（千葉 2012：206-207）

　ここで明確に指摘されていることは、舞踊とは規律訓練から逃れる手段

であり、従属的ではない自己をつくるための技術であるという点である。

この視点に立つのであれば、舞踊とは、国家や社会的規範からの規制（制約）

を受け、それに抵抗している限りにおいて成立しうる、ということになる。

千葉が念頭に置いている舞踊は、クラブにおける舞踊であるため、このよ

うな理解には無理がないように思われる。たとえば、社会学者の上野俊哉



－ 206－

は、クラブで踊る当人の意図とは無関係に、踊るという行為そのものが政

治的意図を帯び、結果的に「権力への抵抗」が発現する可能性を指摘して

いる。

　何らかのテロス（究極目標）を代表＝表象することなく、端的な参加、

行為、出来事だけが、言葉の上では政治的でなくても、何らかの政治的、

社会的な（異議）提起を行う、ということが起こりうる。

（上野 2005：132）

　このように、舞踊が権力への抵抗を潜勢させているというのであれば、

言い換えると、踊ることによって抵抗が自動的に起動するというのであれ

ば、舞踊がその反対物である権力から規制の対象とされることは必然的な

帰結のように見える。つまり、「クラブでの踊りを法によって規制する国

家および、規制をやむなしとする社会的規範」と「抵抗者たるクラブでの

踊り手」という対立の構図によって、クラブで展開される現実や、現在の

舞踊規制への反対運動を説明することができるように思われる。

　しかし、ここで忘れてはならないことがある。それは、舞踊と呼ばれる

現象が、歴史的に常に権力（が行使するところの規律訓練）に反発するも

のとしてのみ存在してきたわけではないということである。この点につい

て、舞踊研究家の三浦雅士は、産業革命によって生み出された「健全な身

体」（たとえば、健全な労働者、健全な兵士）という観念を通じて、それ

までの遊びとしての舞踊が訓練を伴った「体操」や「スポーツ」に取り替

えられていく過程を描いている（三浦1994：208-244）。三浦は、気晴らし

として、外部からの管理や統制から相対的に自律していた舞踊が「公認化」

されることによって、むしろ権力による規律訓練の手段として利用される

ようになった点を指摘している。

　同様の点は、遊びと人間の関係を考察したヨハン・ホイジンガによって

も指摘されている。ホイジンガは、その著書『ホモ・ルーデンス』のなかで、
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「言葉の最も完全な意味において、舞踊は遊戯そのものであり、およそこ

の世に存在する最も純粋、完璧な遊戯の形式を形づくっている。」（ホイジ

ンガ 1967＝1938：280）としたうえで、次のように述べている。「確かな

ことは、現代の舞踊のさまざまの形式の中では、まさに本質からして舞踊

に固有のものでなければならない遊戯性が、殆ど完全に消えさっているこ

とだ」（同：281）。ホイジンガは、科学に代表される近代化の思潮の席巻

によってもたらされた文化の「真面目（seriousness or non-play）」化の

一側面として、舞踊からの遊戯性の喪失を見ているのである（Huizinga 

1949＝1938：35）。

　三浦雅士は、「はじめ体育的なものはすべてダンスに含まれていたので

ある。その後にダンスから枝分かれしたのだ。」（同上：220）と述べ、舞

踊があらゆる制約から身体を「解放」する方向にだけではなく、制約への

従属をうながし、身体を規格化する方向にも利用されうることを示してい

る。

　このように、舞踊と呼ばれる現象は、秩序を乱すものとして一方向的に

規制されるものとしてだけではなく、時には従順な身体を生産するための

手段として、既存の秩序の維持・形成に寄与するものとしても存在しう

るのである。たとえば、すでに学校教育に取り入れられた「ダンス」（創

作ダンス・フォークダンス）について、北海道のある小学校教師は、筆

者に対して「今、学校でやっている創作ダンスは体操みたいなもの。私

にはダンスと体操の区別がよく分からない。」という感想を述べている

（2014.4.26）。

　このように、舞踊が権力へ反発する側面を持つ一方で、「公認化」へ進

む側面もある。そして、「公認化」へ向かう過程において、舞踊が規律訓

練的になることがあるのである。

３．社交ダンス規制をめぐる論点

　第１節でも述べたように、日本において社交ダンスは常に規制とともに
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あった。日本における社交ダンスの歴史は、規制への反対運動を原動力に

「正しい社交ダンス」が整備されていく過程でもあった。その過程は、社

交ダンス内部の「不健全性」や「いかがわしさ」が一掃される過程であり、

それまで日本社会の「日陰」に置かれてきた社交ダンスを、日の当たる場

所に位置付けることが試みられてきたのである。その際に、教師達によっ

て採用された戦略が「スポーツ」としての自己規定であり、現在につなが

る「上演作品」としての社交ダンスであった。この過程で教師達や愛好家

達によって目指されてきた方向は、言わば、社交ダンスの「公認化」であっ

た。この間、他の種類のダンスをも巻き込む形で、社交ダンスが踊られる

場所は法によって特定の空間に規定されてきた。表1は、2013年時点の風

営法におけるダンス営業の区分を表している。営業行為の中にダンスを含

むのであれば、風営法の第１・３・４号のいずれかに申請し、許可を得な

ければならない5。図１は、風営法のもとに許可を受けたダンス関連施設

の開設件数の推移を表している。本論でダンスホールやカラオケパブ等と

呼ぶ場所はここに計上されている。社交ダンス教室に関しては、1998年以

降、指定団体の講習を受け、その課程を修了した者およびそれと同等の資

格を有する者として政令に定められた場合にのみ、風営法に営業許可を申

請しなくてもダンスを使用した営業行為ができるため、ここには含まれて

いない。これが2013年時点での社交ダンスを取り巻く法律上の状況であっ

た。

　その状況が大きく変わったのが2015年の風営法改正である。第１節でも

取り上げた、Let's Dance 署名推進委員会およびダンス文化推進議員連盟

による政治への働きかけを通じて、2015年６月17日の風営法改正（同月24

日に公布および施行）での「ダンス規定」削除に至ったのである。つまり、

第１・３・４号規定が削除され、今後、ダンスを使用した営業行為は風営

　 　

 5 「風俗営業」（第１号～第８号）は許可制であり、「性風俗関連特殊営業」は届

出制である。
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法の規制を受けずに行えることになったのである6。

図１　ダンス関連施設（風営法）の開設件数の推移

※　『警察白書』平成19年版、平成25年版より筆者作成。

　以下では、現在の社交ダンスをめぐる法的位置付けの変化において、関

係者および取締りサイドが、どのような主張のもとに舞踊と規制の問題に

ついて論じてきたのかを、直近の資料に基づいて検討する。

　警察庁は、2012年９月14日から同年10月13日までの間に、「風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」

等に対する意見（パブリックコメント）の募集を行っている。期間中739

件の意見が寄せられたのだが、そこでの応答から、規制する立場にある警

察がダンスをどのようにとらえていたのかについて確認しておきたい。

　資料のなかでは、「ヒップホップや盆踊りを教えるときも社交ダンス

のダンス教授講習を受けなければならないのは不合理である。」（警察庁

2012：3）、「『社交ダンス』に関する規制を『社交ダンス』以外のダンス全

てに及ぼすものであり、無理のある規制である。」（同上）などの、一般か

らの意見に対して、警察は次のように回答している。

　 　

 6 ただし、「特定遊興飲食店営業」という新たな枠組みによって、深夜営業にお

ける舞踊の規制が継続される、という問題がある（旧３号営業に対して）。
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　そもそも風営法第２条第１項第４号において「ダンスホールその他設備

を設けて客にダンスをさせる営業」（以下「４号営業」という。）を風俗営

業として掲げ、これに所要の規制をしているのは、このような営業は、そ

の行われ方によっては、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風

俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれ

があるからです。したがって、社交ダンスに代表されるような男女がペア

となって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、

※注１　１号営業は「キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客

の接待をして客に飲食をさせる営業」、２号営業は「待合、料理店、カフェー

その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業（前号に

該当する営業を除く。）」、３号営業は「ナイトクラブその他設備を設けて客

にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業（第１号に該当する営業を除

く。）」、４号営業は「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる

営業（第１号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための

営業のうちダンスを教授する者（政令で定めるダンスの教授に関する講習を

受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者と

して政令で定める者に限る。）が客にダンスを教授する場合にのみダンスを

させる営業を除く。）」を指す（風営法第１章第２条）。本稿では舞踊に関す

る営業を取り上げているため、それ以外の「風俗営業」第５号営業～第８号

営業は除外している。

※注２　「◯」表示は、その営業が可能であることを示す。

※注３　「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を

指す（風営法第１章第２条第３項）。

表１　風営法におけるダンス営業の区分（2013年現在）

ダンス 接待 飲食

キャバレー等
（１号営業） ◯ ◯ ◯

カフェー等
（２号営業） ◯ ◯

ナイトクラブ等
（３号営業） ◯ ◯

ダンスホール等
（４号営業） ◯
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その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、４号営

業として規制対象となりますが、一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、

男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさ

せる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性

があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められ

ないことから、原則として４号営業として規制対象とする扱いをしていま

せん（ただし、このようなダンスを客にさせる営業であっても、例えば、

ダンスをさせるための営業所の部分の床面積がダンスの参加者数に比して

著しく狭く、密集してダンスをさせるものなど、男女間の享楽的雰囲気が

過度にわたる可能性があるものについては、４号営業として規制対象とな

り得ます。）。

（警察庁 2012：3-4、下線は筆者による）

　このなかで繰り返し使われているように、警察は、舞踊に備わる「男女

間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性」を問題視している。つまり、「男

女の享楽的雰囲気が過度」になった結果、既存の秩序を転覆させるのであ

れば、それは規制の対象と認定されるのだが、「過度」にならない限りで

は容認されるというものである。

　しかし、ここでさらに重要なことは、風営法が対象としているダンスと

は、数ある種類のダンスのなかでも「社交ダンスに代表されるような男女

がペアになって踊ることが通常の形態とされているダンス」を指している

ということである。先述のように、「正しい社交ダンス」を教える団体を

経由するのであれば、社交ダンスといえども営業者および客（あるいは生

徒）としての参加は可能であるが、法の上では、いまだにダンスを規制す

る根拠は社交ダンスにあったのである。

　この状況は次なる事態につながる。それは、広義の社交ダンスの内部に

構築されてきた「正しい／正しくない」の区別を強化することであり、法

のうえで後者（正しくない社交ダンス）に属するカラオケパブ（キャバ
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レー）、ダンスホール、さらには、有資格者の立ち会いのもとで行われな

い愛好家同士社交ダンスの集いなどが、前者（正しい社交ダンス）の劣位

に置かれることである7。

　では、社交ダンスに参加する人びとはこのような状況をどのようにとら

えていたのだろうか。まずは、組織レベルでの態度について見ておきたい。

2013年に、指定団体の一角を新たに担うことになった公益社団法人日本ダ

ンススポーツ連盟（JDSF）の山田淳（専務理事）は、風営法によってダ

ンスが規制を受けていることの弊害について、大要次のように述べる（山

田2013：5）。

　大前提として「ダンスを踊りながらシャンパンやワインを飲むスタイル

は海外では当然」であり、「巷のカフェや教室でも若者が気楽にダンスを

楽しむ場を取り上げてしまっている」ことは問題である。そして、若者が

気楽にダンスを楽しめない状況を法による規制が助長することによって、

若者の社交ダンス離れ、およびダンス人口の高齢化と減少、果ては業界存

亡の危機にまで至る可能性がある。

　また、「風営法のダンス規制撤廃について」と題された有識者会議メン

バーに向けた意見書（2014年７月14日付）では、規制撤廃に向けた背景と

して山田は次の７点を問題として挙げている。①国際大会において正式種

目化されているダンス（ダンススポーツ、サルサなど）において、選手の

育成・練習・競技会運営に支障が出る。②行政の裁量への依存度の高さや

「風営法」というレッテルのために、優良資本の参入に支障が出る。③法

　 　

 7 この点に関しては2012年７月の高知県における例が挙げられる。ある愛好家（79

歳男性）が、会費300円を集めて公的施設で有資格者を置かずに社交ダンスのパー

ティーを開こうとしたところ、「たとえ300円でも会費を集めたら、営業行為とし

て規制対象になる場合がある」と警察の担当者から言われ、主催者は開催を取り

やめたという（朝日新聞、2012年11月27日付）。
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の適用除外の条件である「有資格教師」制度が現状に合わない。④風営法

の枠内で営業しようとしても、その許可申請そのものが現実から離れてい

る。⑤ダンスを教えるだけでは生計を立てることができないほど小さな規

模のダンス業界（サルサやアルゼンチンタンゴなど）においては、飲食の

提供とセットでなければダンス人口の減少は必至である。⑥良い音楽が流

れた時に身体を揺らすことは自然なことであり、飲食店でもダンスをする

ことが許されてしかるべきである。⑦国際社会における「社交文化」として、

深夜に営業可能なダンスのできる飲食店は必要である（山田2014：1-2）。

　以上に見られるように、スポーツとしての自己規定（①）、産業として

の成立要件の整備（②③④）、飲食や深夜営業など「文化」としてのダン

スのあり方（⑤⑥⑦）のそれぞれの重要性がここでは確認されている。な

かでも重要なのが、国際社会を見据えた「文化としての社交ダンス」とい

う立場を強調している点である。ここで使われている「文化」という言葉

は、明らかに「良いもの」としての意味合いで用いられている8。このこ

とは、2013年５月30日に組織された「ダンス文化推進議員連盟」という名

称とも重なる（JDSFはその発足に際して中心的な役割を果たしている）。

ダンスは「風紀を乱すようないかがわしいもの」ではなく、健全かつ新し

い文化を生み出す行為である、という含意がこの名称には込められている。

JDSFなどの組織レベルでのダンスのとらえ方には、「スポーツ」として

の社交ダンスだけでなく、「文化」としての社交ダンスという意味も含ま

れている。そして、「文化」としての社交ダンスの具体的なイメージとは、

若者が公共の場で「気楽に」楽しむようなものであり、深夜の飲食店にお

ける打ち上げの場などで楽しまれるようなものである。いわば、社交ダン

スの日常化が目指されているのである9。

　 　

 8 かつて使用されていた文化概念の用法。ここでは、「近代的で洗練されたもの」

（桑山2007：208）といった、高級なものを指示する言葉として用いられている。

 9 ここで考えられる疑問は、「仮に規制がなければ、日本人の若者はこぞって社

交ダンスを踊り始めるのか」という点である。山田の言葉を借りるならば、⑥自
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　一方で、実際の愛好家達はこの状況をどのようにとらえていたのだろう

か。ここでは、2013年４月７日に札幌市で行われた競技会10での聞き取り

調査の一部を例として挙げておきたい。

　当日、筆者は実行委員（司会）として参加した。開会前の打合せの際に、

筆者は実行委員長から、「『ダンス規制法』の見直しを求める請願」という

署名のお願いをアナウンスするようにと頼まれた（写真１・２）。この署

名で問われていることは、風営法の規制対象から「ダンス」の文言を外す

ことであった。その大きな理由は、2012年度より導入された中学校体育に

おけるダンスの必修化（第１学年と第２学年）と風営法でのダンス規制の

間に大きな矛盾があるという点である。新学習指導要領においても、「ダ

ンスとは古今東西老若男女が楽しむ身体運動」11 と位置づけられており、

「踊りを通した交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにするこ

とを重視する運動」12 として、ダンスの教育効果を公式に認めておきなが

ら、一方で「売買春の防止」を名目に法で規制し続けるのは不当であると

いうのである。

　進行の合間を見て、筆者はそれについて計2回のアナウンスを行った。

筆者はその後、昼の休憩時と、片付け時に、筆者が顔を覚えている範囲で、

受付で署名した参加者、計14人（男5人、女9人）にインフォーマルなイン

タビューを行った。ほとんどが60代以上であった。うち2人が30代と思し

き女性であり、２人とも子どもがその日の競技に出場していたという。彼

　 　

然に体を揺らす行為が、男女が手を取り合って行う社交ダンスにつながっていく

のだろうか。これには大きな疑問符がつく。規制の有無に関わらず、少なくとも

現在の日本においては、社交ダンスはかつての若者が行っていたように「年上世

代に隠れてまで行いたいもの」ではないように思われるからである。

10 北海道知事杯争奪2013年前期北海道ダンススポーツ選手権大会（北海道総合体

育センター）。

11 「新学習指導要領」に基づく中学校向け「ダンス」リーフレット（文部科学省ホー

ムページ、2014年10月28日アクセス。）

12 文部科学省『中学校学習指導要領解説　保健体育編』、2008年、p.116参照。
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ら／彼女らに署名の理由を聞いたところ、最も多かったのが「これが（自

分たちのやっていることが）風営法で規制されているなんておかしい。あ

りえない。」、「（規制撤廃のために署名するのは）あたりまえ。」というも

のだった。なかには「悪いのは社交ダンス。自分たちのやっているのはダ

ンススポーツ。これからオリンピックを目指しているのに。」という回答

もあった。一方で、積極的に署名を拒否する人がいたかもしれないが（署

名に反対する人）、どれほどいるかは確認できなかった13。ここから垣間

見えるのは、（社交ダンス）が法によって規制を受けていることの不合理

を訴える愛好家の姿である。

　ここで注目すべき点は、参加者自身が「社交ダンス」と「ダンススポーツ」

を言葉の上で明確に区別している点である。社交ダンスに触れたことのな

い外部の人々からすれば、「社交ダンス」も「ダンススポーツ」も、男女

が２人１組になって身体を接触させている点で、おそらく同じものに見え

写真１　競技会の受付に設置された「風営法」撤廃署名の記載所

（2013年４月７日、札幌市、筆者撮影）

　 　

13 署名していない人、数名にも聞いてみたが、さほど関心がないという印象で有

意な回答は得られなかった。
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るはずである。事実、筆者にとっても競技会を見る限り、従来の社交ダン

スを競技にしたものとダンススポーツは互いに何が違うのかをにわかに判

断しづらい。あえて違いを挙げるのであれば、前者よりも後者の方が、ス

ポーツ性が高いという点であろう。

　すなわち、近代スポーツ全般に見られるような「より速く、より大きく、

より強く」という点が強調されており、そのため、使用されるステップや

振りも、よりアクロバットなものになっている点である。そして、ダンス

スポーツで導入された、オリンピックを想定した評価基準は、競技ダンス

を体操やフィギュアスケート等の他のスポーツと同じように数値での採点

写真２　風営法からのダンスの除外を求める署名用紙

（2013年４月７日入手、筆者撮影）
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が可能なものに変換する試みである。

　このように、ダンスをスポーツとして規定しようとする動きに対し、明

確な忌避感を示す立場もある。日本の社交ダンス界における代表的組織の

一つである JBDF は、自らの発信するダンスをスポーツと見なされるこ

とを避け、「ボールルームダンス」という名称を使用している。JBDF は、

組織として「ボールルームダンス」の定義を明示しているわけではないが、

教師に対する筆者の聞き取りによれば、「ボールルームダンス」はスポー

ツではなく芸術である、という理解が組織内部で共有されているように見

える。

　両組織はともに男女２人１組という枠組みを共有しつつも、一方は自身

の打ち出す社交ダンスを「スポーツ」と位置づけ、もう一方は「芸術」と

位置づけている。しかし、両者はともに「競技会」を事業の中心に据えて

おり、「人に見せるために踊る」という点では同じなのである。

　しかし、社交ダンスに参加する人々は、規制に対して明確に反対の意思

表示をする人たちばかりではない。小樽市で教師をする山口さんは次のよ

うに語る。

 ［山口さん］（50代、男性）

　教室が（風営法の適用から）外れたのはいいんだよ。それで恩恵受けたっ

てのも事実だし。だから偉そうなこと言えないんだけど、でも、もっと、

こう、社交ダンスを本来のっていうか、男女の出会いの場にしてもいいん

じゃないかって（思う）。

（2012.10.14）

　山口さんは、教室が風営法から外れることによって、教室のみ（および、

教室を主管するところの指定団体から資格を発行された教師のみ）に営業

権が与えられることになり、その恩恵を受けてきたことを認めている一方

で、そのかげで振り落とされてきた「男女の出会い」の意義についても認
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識している。ここに見えるのは、ダンスはやはり「男女の営み」であり、

規制からの除外を求める人々が主張する健全性だけでは語れない、という

意識である。むしろ、「不健全」だとされる側面をもう少し肯定的にとら

えても良いのではないかという意見である。

　実は、教師の間に規制を積極的に擁護する立場も少なくない。教師資

格を発行する団体のうちの１つである全日本ダンス協会連合会（ANAD）

副会長の小川純は、社交ダンスを法で規制することの意義を次のように述

べている。

　ダンスは健全だと主張している団体もあるが、ちっとも健全じゃない。

男女が組んで踊る以上、常に何か起こる危険性があります。家庭のある者

同士がカップルになって気心を通じ合ったり、カップル解消を巡ってトラ

ブルになってストーカー行為をする人が出たり。・・・

　私たちはプロの教師団体として、国家公安委員会の指定を受けています。

自主規制に取り組み、法令を順守して倫理を高めてきました。その結果、

ダンスの健全なイメージが広がってきた。しかし、アマチュア団体のなか

には、先ほど挙げたような問題を抱えているところもある。警察がバック

にいないと安心して仕事ができません。規制緩和は必要ない。現行法のま

ま行くべきです。

（朝日新聞デジタル版、2014年６月10日付）

　副会長がこのように明確な態度を示している ANAD は、当然ながら、

舞踊が規制から外れることを目指す運動（先に挙げた JDSF などの姿勢）

には反対の立場にある14。小川の論理は次のとおりである。男女が身体を

接触させる社交ダンスは潜在的に「危険」なものであり、今ある「正しい

　 　

14 小川の発言に対し、JDSF は即座に抗議および発言の真意を問う公開質問を

ANADに対して行っている（2014年７月１日：JDSF14-第029号）。
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社交ダンス」は我々プロ教師達の努力によるものである。プロ教師は、誰

でもなれるものではなく、正しい知識と技術および倫理観に基礎付けられ

た者にしか担うことができない。逆に言えば、その資格のない者を排除す

る役割を規制が果たしてきた。よって、今後も規制は必要である、という

ものである。

　同様に、小川と同じく ANAD の副会長を務める村松昌弘は「規制緩和

によって起こりうるリスク」として、新規参入者による「出会い系ダンス

教室や、狭くて暗い不健全な教室、さらには女子高生の先生など」の出現

を危惧している。そして、それまで規制によって「社交ダンスの水準と社

会的地位が維持されてきた」として、規制の肯定的な側面を評価している

（産経新聞、2014年９月５日付）。村松の言う「新業態」の出現は、社交ダ

ンスを再び「不道徳なもの」に回帰させてしまうものであり、それを食い

止めるうえで、規制は重要な役割を果たす、ということがここでは確認さ

れている。

　一方で、社交ダンスの産業としての側面に目を向けるならば、規制が新

規参入を阻み、既存の業者を利する働きをしてきた点も否定できない。社

交ダンスが規制されていることが教師にとっての既得権益になる、という

ことを先述の小川は否定しているが、現実の教師のなかには、明確に既得

権の保持を主張する向きもある。たとえば、次の佐々木さんのような例で

ある。

 （事例）ダンスホールを営業先にするダンス教師

　佐々木さんは社交ダンス教師として生計を立てている。ダンス歴は10年

であり、 34歳、 男性、 独身である。教師資格は2009年に取得している（JBDF

のプロ・ダンス・インストラクター）。生徒へのレッスンはほとんどせず、

ダンサーの仕事（客のお相手をすること）で収入を得ている。特定の教室

には所属していない。現在は札幌圏５カ所のダンスホールおよびカラオケ

パブで営業活動を行っている。佐々木さんは、社交ダンス界における規制
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容認派であり、有資格者にのみ許された営業行為に無資格者が参入してい

る現状を次のように問題視している。

　おれらは免許もって営業してるのに、学生なんかは客と個人契約して踊

り込み。客の方も、学生は若くて、おまけにかっこいいやつだったら、ダ

ンスできるし、いくらでもちやほやする。今の学生は時給2,000円でなん

てダンサー（のアルバイト）なんてやらない。（その時給でダンサーのア

ルバイトを）やるのは、（ダンスを）覚えたての２年生とか、（客に）人気

ない３年生とか４年とか。ダンサーやるぐらいだったら、踊りこみで客か

ら直接金もらった方が良い。そしたら同じ時間でも倍以上お金もらえるし。

でもこのやり方ってこの先やばいと思う。焼き畑農業みたい。学生はどう

せ就職してダンス界からいなくなるからいいけど、おれらはここでずっと

やってかなきゃならない。…医者だってもぐりの医者だったら摘発される

でしょ。それと一緒じゃないの。

（2014.10.7）

　現在の日本の社交ダンス界において、客と個人的に契約を結び、一定の

時間（数曲）の間、対価を得て客専属の踊り相手となることは「営業」も

しくは「踊り込み」と呼ばれている。北海道では特に「踊り込み」という

言葉が使用されている。佐々木さんは、数十人の固定客と「踊り込み」契

約を結び、ホールの営業時間の間、「お相手」をすることによって対価を

得ている。ホールでは佐々木さん以外にも「踊り込み」を受け付けている

教師がいる。他の教師達は佐々木さんにとって潜在的な商売敵である。

　佐々木さんの語りに見出せるのは、法規制が職業としての教師、ダンサー

の成立基盤になっている、という認識である。そして、無資格者による有

資格者の既得権益に対する「侵害」を明確に問題視しているのである。

　現在の社交ダンスの場において、営業行為を行う者は有資格者の教師だ

けではない。有資格者の「補助」という条件付きで、無資格者にも営業
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活動が許されていた15。そのため、店に有資格者が常駐するのであれば、

無資格者のダンサーや学生も営業活動を行うことができていた。しかし、

2015年６月の風営法改正以降、法の上では資格のない者もダンスを利用し

た営業活動を行えるようになった。そのため、これまで資格によって、法

的にも社会的にも特権化されてきた有資格者が、無資格者と同列に扱われ

るようになったことに不満と焦りを抱く教師は決して少なくないのであ

る。

　以上では、ダンス規制をめぐる現在の議論を、警察、社交ダンスの組織、

愛好家、教師を例に挙げて、整理してきた。ここで見えてきたのは、規制

をめぐる各立場の人々の態度の多様性であった。規制から外れた一部の人

びと（教師）のなかには、規制への反対運動はもはや過去のことであり、

むしろ現在の規制があることによって、社交ダンスの今の社会的地位が保

たれている、ととらえる人々もいた。

　このように、規制への反対運動のなかで顕在化した「正しい／正しくな

い」の区分は、実質的に規制が撤廃されたことで消滅するのではなく、撤

廃された後にもその区分は引き継がれ、社交ダンスの内部には、一方がも

う一方を「正しくない」「健全ではない」と位置付ける、序列が維持され

ているのである。

４．結論

　本稿では、規制を背景とした舞踊の変化について、日本の社交ダンスを

例に検討してきた。具体的には、現在の社交ダンスをめぐる法的位置付け

の変化において、社交ダンスに関わる複数の立場の人達が、どのような主

張のもとに舞踊と規制の問題について論じてきたのかを検討した。そこで

明らかになったことは、規制という外的条件に対する、抵抗と公認化を軸

　 　

15 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」（2006年

４月24日警察庁生活安全局）第２条。しかし、2015年６月の法改正以降は、営業

活動に対する要件は撤廃されている。
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とした業界団体や参加者、取締りサイドの相異なる対応であり、結果とし

て生み出された「正しい／正しくない」という序列であった。

　2015年６月には風営法が改正され、法の上では社交ダンスを使った営業

行為は誰にでも行えるようになった。しかし、これまで有資格者として「正

しい社交ダンス」を提供してきた教室は、自身の特権が法的に担保されな

くなったことで、これまで以上に「正しい社交ダンス」を自身の存在意義

とすることが前節での検討から示唆されている。その際に持ち出されるも

のが「認定」という公認の証であり、具体的には、細かに規定された技術

体系、それを基礎にした競技会や発表会である。「素晴らしい作品」を日

本社会に向かって披露することを通して、自身の属する「正しい社交ダン

ス」の正統性を周知し、そうではない社交ダンスを劣位に固定する力学が

作動を続けるのである。本稿を通して検討してきたことは、「規制対象と

しての舞踊」から「公認化された舞踊」に至る過程において、舞踊の内部

が序列化されていく過程であった。
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